
　

お
む
つ
代
が
医
療
費
控
除
の
対

象
と
認
め
ら
れ
る
に
は
、
医
師
の

発
行
し
た
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」

が
必
要
で
す
が
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
方
は
、
町
が
交
付
す

る
「
お
む
つ
使
用
の
確
認
書
」
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受

　

け
て
い
る
期
間
が
2
年
目
以
降

　

の
方

※
初
め
て
控
除
を
受
け
ら
れ
る
方

　

は
、
か
か
り
つ
け
医
療
機
関
に

　

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

②
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
者

で
、
主
治
医
意
見
書
で
「
寝
た

き
り
」
か
つ
「
尿
失
禁
あ
り
」
の

状
態
を
確
認
で
き
る
方

【
申
請
窓
口
】

・
保
健
福
祉
課
介
護
保
険
係

（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）

・
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

・
落
部
支
所

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

保
健
福
祉
課
介
護
保
険
係

（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）
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税金の

各種控除に

関する

お知らせ

　

平
成
29

年
1
月
1
日
以
降
に
購

入
し
た
ス
イ
ッ
チ
O
T
C
医
薬
品

（
平
成
28

年
12

月
時
点
で
約
1
，

5
0
0
品
目
）
の
購
入
代
金
に
つ

い
て
、
次
に
該
当
す
る
場
合
、
医

療
費
控
除
の
特
例
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

本
特
例
は
、
現
行
の
医
療
費
制

度
と
併
せ
て
の
適
用
が
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
留
意
願
い
ま
す
。

【
特
例
の
内
容
】

・
ス
イ
ッ
チ
O
T
C
医
薬
品
の

購
入
費
が
、
そ
の
年
に
1
2
，

0
0
0
円
を
超
え
る
と
き
、
そ

の
超
え
る
部
分
の
金
額

　

（
上
限
8
8
，
0
0
0
円
）

【
特
例
適
用
の
時
期
】

　

平
成
29

年
1
月
1
日
〜
平
成
33

年
12

月
31

日
ま
で
に
購
入
し
た

も
の

※
所
得
税
の
平
成
29

年
分
申
告

（
町
道
民
税
で
は
平
成
30

年
度

課
税
）
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

【
留
意
事
項
】

　

本
特
例
の
利
用
に
は
、
医
薬
品

の
購
入
の
ほ
か
、
健
康
保
持
増
進

お
よ
び
疾
病
の
予
防
へ
の
一
定
の

取
り
組
み
と
し
て
、
市
町
村
・
保

険
者
・
職
場
が
実
施
す
る
健
康
診

査
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン

接
種
な
ど
本
特
例
制
度
に
定
め
ら

れ
た
取
り
組
み
を
い
ず
れ
か
一
つ

行
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

※
取
り
組
み
が
必
要
な
方
は
、
確

　

定
申
告
を
行
う
方
で
す
。
世
帯

　

員
の
全
員
が
取
り
組
む
必
要
は

　

あ
り
ま
せ
ん
。

【
手
続
き
に
必
要
な
書
類
な
ど
】

　

確
定
申
告
の
際
、
次
の
書
類
を

必
ず
ご
持
参
い
た
だ
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

①
医
薬
品
購
入
に
係
る
領
収
証

　

（
レ
シ
ー
ト
）
の
原
本

　

ス
イ
ッ
チ
O
T
C
医
薬
品
で
あ

る
こ
と
の
記
載
が
必
要
で
す
。
領

収
証
の
受
け
取
り
の
際
に
必
ず
確

認
願
い
ま
す
。

※
医
療
費
控
除
の
明
細
書
を
作
成

　

し
て
い
る
場
合
は
、
持
参
の
必

　

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
対
象
と
な
る
取
り
組
み
に
係
る

　

領
収
書
（
原
本
）
ま
た
は
実
施

　

機
関
か
ら
送
付
さ
れ
る
結
果
通

　

知
書
（
写
し
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

財
務
課
課
税
第
一
係　
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お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

の
た
め
の
確
認
書
発
行
に

つ
い
て

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

書
の
発
行
に
つ
い
て

　

身
体
障
害
者
手
帳
等
の
交
付
を

受
け
て
い
る
方
や
、
交
付
さ
れ
て

い
な
く
て
も
交
付
基
準
に
準
ず
る

と
認
定
さ
れ
た
方
は
、
確
定
申
告

等
を
す
る
際
に
、
障
害
者
控
除
が

受
け
ら
れ
ま
す
。
町
で
は
、
対
象

者
と
認
定
さ
れ
る
方
や
そ
の
扶
養

者
に
、「
障
害
者
控
除
対
象
者
認

定
書
」
を
発
行
し
て
い
ま
す
の

で
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
す
る
必
要
が
な
い
方
】

　

対
象
者
ま
た
は
そ
の
扶
養
者
が

非
課
税
で
申
告
が
必
要
な
い
場
合

は
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
対
象
】

1
、
身
体
障
害
者
手
帳
や
療
育
手

　

帳
等
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

　

す
で
に
身
体
障
害
者
手
帳
等
で

控
除
を
受
け
て
い
る
方
で
も
、
手

帳
と
認
定
書
と
で
区
分
（
障
害

者
・
特
別
障
害
者
）
が
違
う
場

合
、
控
除
の
大
き
い
額
で
申
告
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

2
、
町
内
に
住
所
を
有
す
る
65
歳

以
上
の
方
で
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方

①
要
介
護
認
定
に
よ
り
要
介
護
1

　

以
上
と
認
定
さ
れ
て
い
て
、
な

　

お
か
つ
認
定
資
料
（
主
治
医
意

　

見
書
ま
た
は
認
定
調
査
票
）
で

　

次
の
状
態
を
確
認
で
き
る
方

・
寝
た
き
り　

・
準
寝
た
き
り

・
軽
、
中
、
重
度
の
認
知
症

※
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
て
も

　

障
害
者
控
除
の
対
象
と
な
ら
な

　

い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

②
医
師
の
診
断
書
な
ど
に
よ
り
、

　

身
体
障
害
者
手
帳
1
〜
6
級
、

　

療
育
手
帳
A
・
B
に
準
ず
る
と

　

認
め
ら
れ
る
方

【
申
請
窓
口
】

・
保
健
福
祉
課
介
護
保
険
係

（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）

・
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

・
落
部
支
所

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

保
健
福
祉
課
介
護
保
険
係

（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）

　

☎
0
1
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7
│
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1
1
1

医
療
費
控
除
の
特
例
（
セ
ル

フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
）

に
つ
い
て
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